
契約方法：随意契約
　本案件は、令和４年１０月１４日に指名競争入札に付したが、入札参加者が１者の
ため入札を中止した。
　供用開始時期の関係で、早期に着手する必要があり、地方自治法施行令第１６７条
の２第１項第５号、緊急の必要により競争入札に付することができないときに該当す
るため、随意契約を行うもの。


